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平成 29年９月 22 日（金曜日） 

 

○出席議員（13名） 
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    ３ 番  七  田  満  男 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ４ 番  太  田  臣  宣 君     11 番  中  川     達 君 

    ５ 番  生  田  勇  人 君     12 番  南     守  雄 君 

    ６ 番  川  口  正  己 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

副 町 長 上 出 孝 之 君 

教 育 長 久 下 恭 功 君 
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消 防 長 水 野 博 幸 君 

総 務 部 総 務 課 長 上 出   功 君 
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総務部税務課担当課長 
兼 総 合 収 納 室 長 

神 農 孝 夫 君 

町 民 福 祉 部 
住 民 課 長 

福 島 誠 一 君 

町民福祉部子育て支援課長 
兼子育て支援センター所長 

堀 川 竜 一 君 
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髙 平 紀 子 君 

町民福祉部保険年金課担当課長 
兼福祉課担当課長（保健センター担当） 

北 野   享 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

出 嶋   剛 君 
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都市整備部都市建設課北部開発 
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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 棚 田   進 君 

事務局参事兼次長 東   康 弘 君 

事 務 局 書 記 小 坂 しおり 君 

 

○議事日程（第３号） 

  平成 29年９月 22日  午後１時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程 

  議案第 57号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔平成 29年度内灘町一般会計補正予算（第２号）〕から 

  議案第 68号 請負契約の締結について 

        〔内灘町サイクリングターミナル増築工事（建築工事）〕まで及び 

  認定第１号 平成 28年度内灘町一般会計歳入歳出決算認定についてから 

  認定第７号 平成 28年度内灘町水道事業会計決算認定についてまで 

 日程第２ 

  追加議案の上程 

  議案第 69号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

  議案第 70号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  議案第 71号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  提案理由の説明 

 日程第３ 

  議会議案第４号 道路整備事業に係る補助率等嵩上げ措置の継続を求める意見書の提出につ 

          いて 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時 00分開議 

    ○開   議 

○議長【恩道正博君】 皆様、ご苦労さまで

ございます。 

 ただいまの出席議員は 13名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【恩道正博君】 本日の会議に説明の

ため出席をしている者は、９月５日の会議に

配付の説明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【恩道正博君】 日程第１、去る９月

７日、各常任委員会及び決算特別委員会に付

託いたしました議案第 57 号専決処分の承認

を求めることについて〔平成 29年度内灘町一

般会計補正予算（第２号）〕から議案第 68号

請負契約の締結について〔内灘町サイクリン

グターミナル増築工事（建築工事）〕まで及

び認定第１号平成 28 年度内灘町一般会計歳

入歳出決算認定についてから認定第７号平成

28年度内灘町水道事業会計決算認定について

までの 19議案を一括して議題といたします。 
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   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○委員長報告 

○議長【恩道正博君】 これより各常任委員

会及び決算特別委員会における議案審査の経

過並びに結果の報告を求めます。 

 中川達総務産業建設常任委員長。 

〔総務産業建設常任委員長 中川達君 登壇〕 

○総務産業建設常任委員長【中川達君】 平

成 29年内灘町議会９月会議において、総務産

業建設常任委員会に付託されました議案の審

査の経過と結果について、ご報告申し上げま

す。 

 付託されました議案につきましては、副町

長及び関係部課長からそれぞれ詳細な説明を

求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第 57号

専決処分の承認を求めることについて〔平成

29年度内灘町一般会計補正予算（第２号）〕

第１条歳入歳出予算の補正中、歳入 17款繰入

金２項基金繰入金、歳出７款商工費１項商工

費については、妥当と認め、原案を承認する

ことに決しました。 

 議案第 58 号平成 29 年度内灘町一般会計補

正予算（第３号）第１条歳入歳出予算の補正

中、歳入全部、歳出２款総務費１項総務管理

費、２項徴税費、６款農林水産業費１項農業

費、７款商工費１項商工費、８款土木費４項

住宅費、９款消防費１項消防費、13款諸支出

金２項基金費の各款項及び第２条地方債の補

正については、いずれも妥当と認め、原案を

可とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

ご報告を終わります。 

 平成 29年９月 22日 

 総務産業建設常任委員会委員長 中川達 

○議長【恩道正博君】 川口正己文教福祉常

任委員長。 

 〔文教福祉常任委員長 川口正己君 登壇〕 

○文教福祉常任委員長【川口正己君】 平成

29年内灘町議会９月会議において、文教福祉

常任委員会に付託されました議案の審査の経

過と結果について、ご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、教育

長並びに関係部課長からそれぞれ詳細な説明

を求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第 58

号平成 29年度内灘町一般会計補正予算（第３

号）第１条歳入歳出予算の補正中、歳出３款

民生費１項社会福祉費、２項児童福祉費、４

款衛生費１項保健衛生費、10款教育費１項教

育総務費、２項小学校費、４項社会教育費、

５項保健体育費の各款項については、いずれ

も妥当と認め、原案を可とすることに決しま

した。 

 議案第 59 号平成 29 年度内灘町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）及び議案第

60 号平成 29 年度内灘町介護保険特別会計補

正予算（第１号）の２議案については、いず

れも妥当と認め、原案を可とすることに決し

ました。 

 議案第 62 号内灘町介護保険条例の一部を

改正する条例について、議案第 63号内灘町地

域包括支援センター条例の一部を改正する条

例について、議案第 64号内灘町地域包括支援

センターにおける包括的支援事業の実施に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条

例について、議案第 65号内灘町指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例

について、議案第 66号内灘町指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について、議案第 67号内灘町指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例についての６議案については、

いずれも妥当と認め、原案を可とすることに

決しました。 
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 議案第 68号請負契約の締結について〔内灘

町サイクリングターミナル増築工事（建築工

事）〕については、妥当と認め、原案を可と

することに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成 29年９月 22日 

 文教福祉常任委員会委員長 川口正己 

○議長【恩道正博君】 生田勇人決算特別委

員長。 

 〔決算特別委員長 生田勇人君 登壇〕 

○決算特別委員長【生田勇人君】 平成 29年

内灘町議会９月会議において、当決算特別委

員会に付託されました議案第 61 号平成 28 年

度内灘町水道事業会計未処分利益剰余金の処

分について及び各会計決算認定について議案

の審査の経過と結果についてご報告申し上げ

ます。 

 今回の決算審査に当たり、委員各位には長

時間にわたり慎重審議をしていただきました

ことに対し、心から敬意を表し、感謝を申し

上げます。 

 委員からは活発な質疑、質問が行われ、そ

れらに対し、説明並びに関係資料の提出を求

め、了としたところであります。 

 この結果、議案第 61 号平成 28 年度内灘町

水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

ては、原案を可とし、認定第１号平成 28年度

内灘町一般会計歳入歳出決算認定について、

認定第２号平成 28 年度内灘町公共下水道事

業特別会計歳入歳出決算認定について、認定

第３号平成 28 年度内灘町新エネルギー事業

特別会計歳入歳出決算認定について、認定第

４号平成 28 年度内灘町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算認定について、認定第５号平

成 28 年度内灘町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について、認定第６号平成 28

年度内灘町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について、認定第７号平成 28年度内灘町水

道事業会計決算認定については、いずれも原

案のとおり、認定することに決定いたしまし

た。 

 なお、委員会審査の過程において出された

意見の中から、本委員会として次の諸点につ

いて指摘をしておきたいと思います。 

 その１点目として、指定金融機関のサービ

スの向上を働きかけるべきということです。

町が地方債の借り入れや定期預金を行う際、

指定金融機関として有利な利率で協力するよ

う働きかけを行ってはどうか。また、役場敷

地内にあったＡＴＭが撤去されたほか、庁舎

１階にある窓口は町税などの収納しか取り扱

っておらず、利便性に欠けるのではないかと

いうことであります。 

 ２点目として、展望温泉ほのぼの湯の使用

料について、本年４月にリニューアルオープ

ンしたほのぼの湯は、改修前に比べ高齢者を

初めとする多くの方に健康づくりの場として

利用されています。以前より施設管理費用が

増加することを踏まえた上で、施設の有効活

用を図るとともに、使用料の見直しを検討す

べきというものです。 

 ３点目として、地元事業者に対する支援に

ついて、町内在住で空き店舗等を利用し創業

する者に対する創業支援はもとより、従来か

ら存続する地元事業者に対する支援の充実を

図っていくべきではないか。また、創業支援

補助金の返還については、担保として保証人

をとることなどを要綱に盛り込む検討をして

はどうかということであります。 

 ４点目として、ＬＥＤによるライトアップ

について、サンセットブリッジは、内灘町の

魅力を町内外に発信するランドマークとなっ

ております。ライトアップ用のＬＥＤは２年

前の価格調査時より安価になっていることも

想定されるため、再度、調査を行うべきでは

ないかというものであります。 

 ５点目として、風力発電施設の将来像につ

いて、平成 15年から稼働している風力発電施
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設は平成 27 年度に大規模修繕を実施しまし

たが、今後、耐用年数が減少していく中、維

持管理に要する経費も増加することが想定さ

れることから、将来的に現在の風力発電施設

をどのようにするか他自治体の施設運営につ

いて調査を行った上で検討していくべきでは

ないかということです。 

 最後に、６点目として、自己水の確保につ

いて、内灘町は石川県及び金沢市から上水の

供給を受けていますが、災害時などで供給が

遮断された場合に備え、自己水の確保につい

て調査、検討をすべきでないかというもので

す。 

 以上、６項目の指摘事項について、今後の

予算編成及び執行に十分反映されるよう強く

要望し、審査の報告といたします。 

 平成 29年９月 22日 

 決算特別委員会委員長 生田勇人 

○議長【恩道正博君】 これをもって各委員

長の報告を終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【恩道正博君】 なお、昨日までに委

員長報告に対する質疑の通告がありませんで

したので、質疑なしとして質疑を省略いたし

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【恩道正博君】 次に、討論に入りま

す。 

 討論ありませんか。──討論なしと認めま

す。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【恩道正博君】 これより議案の採決

に入ります。 

 まず、議案第 57号専決処分の承認を求める

ことについて〔平成 29年度内灘町一般会計補

正予算（第２号）〕を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、議案第 57号は原案のとおり承認され

ました。 

 

○議長【恩道正博君】 次に、議案第 58号平

成 29年度内灘町一般会計補正予算（第３号）

を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、議案第 58号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【恩道正博君】 次に、議案第 59号平

成 29 年度内灘町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）、議案第 60 号平成 29 年度

内灘町介護保険特別会計補正予算（第１号）

の２議案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、議案第 59 号、議案第 60 号の２議案

は原案のとおり可決されました。 

 

○議長【恩道正博君】 次に、議案第 61号平

成 28 年度内灘町水道事業会計未処分利益剰

余金の処分についてを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 
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 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、議案第 61号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【恩道正博君】 次に、議案第 62号内

灘町介護保険条例の一部を改正する条例につ

いて、議案第 63号内灘町地域包括支援センタ

ー条例の一部を改正する条例について、議案

第 64 号内灘町地域包括支援センターにおけ

る包括的支援事業の実施に関する基準を定め

る条例等の一部を改正する条例について、議

案第 65 号内灘町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について、議

案第 66 号内灘町指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について、

議案第 67 号内灘町指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例についての６議案を一括して採決いたし

ます。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、議案第 62 号から議案第 67 号までの

６議案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長【恩道正博君】 次に、議案第 68号請

負契約の締結について〔内灘町サイクリング

ターミナル増築工事（建築工事）〕を採決い

たします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、議案第 68号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【恩道正博君】 次に、認定第１号平

成 28 年度内灘町一般会計歳入歳出決算認定

についてを採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は、これを認

定するものであります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

これを認定することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、認定第１号はこれを認定することに

決定いたしました。 

 

○議長【恩道正博君】 次に、認定第２号平

成 28 年度内灘町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について及び認定第３号平成

28年度内灘町新エネルギー事業特別会計歳入

歳出決算認定についての２決算を一括して採

決いたします。 

 本決算２件に対する委員長の報告は、いず

れもこれを認定するものであります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

これを認定することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、認定第２号及び認定第３号の２決算

はこれを認定することに決定をいたしました。 

 

○議長【恩道正博君】 次に、認定第４号平



 －84－ 

成 28 年度内灘町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について、認定第５号平成 28年

度内灘町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について並びに認定第６号平成 28 年

度内灘町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

についての３決算を一括して採決いたします。 

 本決算３件に対する委員長の報告は、いず

れもこれを認定するものであります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

これを認定することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、認定第４号、認定第５号並びに認定

第６号の３決算は、これを認定することに決

定いたしました。 

 

○議長【恩道正博君】 次に、認定第７号平

成 28 年度内灘町水道事業会計決算認定につ

いてを採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は、これを認

定するものであります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

これを認定することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、認定第７号はこれを認定することに

決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○追加議案の上程 

○議長【恩道正博君】 日程第２、追加議案

の上程を行います。 

 議案第 69 号公平委員会委員の選任につき

同意を求めることについてから議案第 71 号

教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてまでの３議案を一括して議題とい

たします。 

 なお、追加提出された議案につきましては、

お手元に配付してあります議事日程第３号に

記載のとおりでありますので、ご了承願いま

す。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【恩道正博君】 町長より追加議案に

対する提案理由の説明を求めます。川口克則

町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 議員各位におかれま

しては、連日にわたり慎重なるご審議を賜り、

また、今ほどは全ての議案と各会計の決算に

ついて議決、認定をいただき、まことにあり

がとうございます。 

 それでは、ただいま追加提案いたしました

議案につきまして、提案理由の説明を申し上

げます。 

 議案第 69 号 公平委員会委員の選任につ

き同意を求めることにつきましては、平成 29

年 11 月 30 日をもって任期満了を迎えます現

委員の浜田寛氏を引き続き選任いたしたく、

議会の同意を求めるものでございます。 

 議案第 70 号 教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることにつきましては、平成 29

年９月 30 日をもって任期満了を迎えます現

委員の北川八千惠氏を引き続き任命いたした

く、議会の同意を求めるものでございます。 

 議案第 71 号 教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることにつきましては、平成 29

年９月 30 日をもって任期満了を迎えます現

委員の中村壽氏を引き続き任命いたしたく、

議会の同意を求めるものでございます。 

 以上、追加議案の提案理由につきましてご

説明申し上げました。適切なるご決議を賜り

ますよう、お願いを申し上げます。 

○議長【恩道正博君】 提案理由の説明は終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑・討論・委員会付託の省略 

○議長【恩道正博君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっている案件は、人事に関
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する案件につき、質疑、討論、委員会付託を

省略し、直ちに採決いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議案第 69号公平委員会委員の選

任につき同意を求めることについてから議案

第 71 号教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについてまでの３議案については、

質疑、討論、委員会付託を省略し、直ちに採

決することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【恩道正博君】 これにより追加議案

の採決に入ります。 

 まず、議案第 69号公平委員会委員の選任に

つき同意を求めることについてを採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。議案第 69号公平委員会

委員の選任につき同意を求めることについて

は、これに同意することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、議案第 69号はこれに同意することに

決定いたしました。 

 

○議長【恩道正博君】 次に、議案第 70号教

育委員会委員の任命につき同意を求めること

についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第 70号教育委員会

委員の任命につき同意を求めることについて

は、これに同意することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、議案第 70号はこれに同意することに

決定いたしました。 

 

○議長【恩道正博君】 次に、議案第 71号教

育委員会委員の任命につき同意を求めること

についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第 71号教育委員会

委員の任命につき同意を求めることについて

は、これに同意することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立全員であります。

よって、議案第 71号はこれに同意することに

決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【恩道正博君】 日程第３、議会議案

第４号道路整備事業に係る補助率等嵩上げ措

置の継続を求める意見書の提出についてを議

題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【恩道正博君】 これより提出者から

提案理由の説明を求めます。９番、夷藤満議

員。 

   〔９番 夷藤満君 登壇〕 

○９番【夷藤満君】 議会議案第４号道路整

備事業に係る補助率等嵩上げ措置の継続を求

める意見書の提出について、提案理由の説明

を申し上げます。 

 人、ものの移動の大部分を自動車に頼って

いる地方においては、道路は住民生活や経

済・社会活動を支える最も重要な社会資本で

す。 

 現在、市町で行っている道路の補助事業や

交付金事業は、道路整備事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律の規定により、補

助率等がかさ上げされていますが、その措置

は平成 20年度から平成 29年度までの 10年間

の時限措置となっています。 

 平成 30 年度以降も迅速かつ着実な道路整

備の推進により、安全・安心の確保や生産性

の向上による成長力の強化を実現するため、

国に対して道路財源に係る補助率等のかさ上
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げ措置を継続するとともに、真に必要な道路

整備については補助率等を拡充すること、ま

た長期安定的に道路整備が進められるよう、

道路関係予算の所要額を確保するよう求める

ものであります。 

 議員各位におかれましては、これらの趣旨

にご理解をいただき、ご賛同を賜りますよう

お願い申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

 どうかよろしくお願いをいたします。 

○議長【恩道正博君】 提案理由の説明が終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【恩道正博君】 次に、質疑に入りま

す。 

 質疑ございませんか。――質疑なしと認め

ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【恩道正博君】 次に、討論に入りま

す。 

 討論ございませんか。――討論なしと認め

ます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【恩道正博君】 これより議案の採決

に入ります。 

 議会議案第４号道路整備事業に係る補助率

等嵩上げ措置の継続を求める意見書の提出に

ついてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案は、原案のとお

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【恩道正博君】 起立多数であります。

よって、議会議案第４号は原案のとおり可決

されました。 

 ただいま可決されました意見書の提出先及

びその他の処理方法につきましては、議長に

一任願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議長及び各委員会委員の県外行政 

     視察研修等への派遣 

○議長【恩道正博君】 次に、各常任委員会

委員、議会広報対策特別委員会委員及び私、

議長の県外行政視察研修等への派遣について

お諮りいたします。 

 来る９月 27 日から 29 日までの間、私、議

長を河北郡市議長会視察研修のため山口県及

び広島県方面へ、次に９月 28 日から 29 日ま

での間、議会広報対策特別委員会委員を全国

議長会議会広報研修のため東京都へ、次に 10

月３日から６日までの間、各常任委員会委員

と私、議長を親善訪問及び合同視察研修のた

め北海道羽幌町並びに猿払村、札幌市へ、最

後に 11月 20日から 22日までの間、私、議長

を地方自治法施行 70 周年記念式典及び町村

議会議長会全国大会に出席のため東京都へそ

れぞれ派遣したいと思います。 

 なお、出張等細部取り扱いについては、あ

らかじめ議長に一任願いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本件は派遣することに決定いた

しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・散会 

○議長【恩道正博君】 以上で今９月会議に

付議されました議件は全部議了いたしました。 

 よって、平成 29年内灘町議会９月会議を散

会いたします。 

 連日にわたり長時間、精力的に審査をいた

だきまして、大変ご苦労さまでございました。 

           午後１時 40 分散会



 －87－ 

 地方自治法第 123 条第２項の規定により、

ここに署名する。 

 地方自治法第 123 条第２項の規定により、

ここに署名する。 

 議会議長 

 

 署名議員 
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